
土地 公簿面積 実測面積

地　目 公簿地目 現況地目

鉄道

バス

備考（１／２）

　　　　　　56.65㎡

物置 年月日不詳 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 　　　　　　10.17㎡

倉庫 年月日不詳 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建

下水道 公共下水道

倉庫 昭和44年6月20日新築 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 　　　　　　75.29㎡

物置 昭和54年1月1日新築 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 　　　　　　21.04㎡

２．当該物件は、非線引き都市計画区域に該当しています。開発等（建築を含む。）にあたって、都市計画
法、建築基準法及び市条例等により指導がなされる場合がありますので、買受けの申込みをする方は、あ
らかじめ長浜市都市計画課開発調整室（0749-65-6903）、建築課建築指導室（0749-65-6543）に照会して
ください。

３．上水道の引込みがあり、メーターが設置されています。上水道を使用する場合は、長浜水道企業団
（0749-62-4101）へ連絡してください。なお、使用に係る費用は買受人で負担してください。

長浜市下水道施設課

0749-65-1601

現地までの交通機関
ＪＲ虎姫駅　道路距離　約1.1kｍ

湖国バス（びわ虎姫線）　停留所名「虎高前」　東側に有

敷地内引込あり

１．本件は、土地、建物及び付随する工作物を一括で売却します。上記土地、建物（建物内外の備品及び
設備を含む）及び付随する工作物は現状有姿での引き渡しとなります。十分現地をご確認ください。なお、
上記建物は築後相当年数経っており、経年劣化及び使用による摩耗、損耗がありますので、予めご承知
おきください。

私道等の負担に関する事項 なし

供
給
処
理
施
設
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区分 利用可能な施設 配管等の状況
事 業 所 名

電 話 番 号

電気 関西電力 引込みあり
関西電力送配電㈱　彦根配電営業所

0800-777-8810（コールセンター）

ガス プロパン ―

上水道 水道企業団 敷地内引込あり
長浜水道企業団

0749-62-4101

都市計画区域
長浜北部都市計画区域
(非線引き都市計画区域)

特定用途制限地域
第二種中高層住居

専用地域

建　ぺ　い　率 60% 容　積　率 200%

4,647.04㎡ 4,647.04㎡

宅地 宅地

延床面積

物 件 調 書
所在地 長浜市五村字栗ヨリ１０６番

最低売却価格(税込） 19,340,000円　　　(内訳) 土地18,539,200円　建物800,800円

建　物

種類 建築年月 構造等

事務所
昭和44年6月20日

(増築：年月日不詳）
鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛

メッキ鋼板ぶき4階建 　　　　1,312.14㎡

倉庫 年月日不詳 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 　　　　　　36.47㎡

接面道路
の状況

北側：県道東野虎姫線　現況幅員　約8.7ｍ　歩道あり、舗装済

法令等に
よる制限



備考（２／２）

※ 物件調書の記載内容についての問い合わせ：長浜市財政課財産活用政策室（0749-65-1717）

１２．当該物件の一部が周知の遺跡（五村遺跡）に該当します。該当部分の工事を行う場合は、生涯学習
課文化財保護室（0749-65-6510）へ連絡、協議してください。また、工事を行う場合は、文化財保護法第９
３条第1項の規定により、工事着手の60日前までに発掘届等の書類を提出してください。

１３．浸水想定区域（1.0～2.0ｍ未満）に該当します。詳しくは長浜市防災危機管理課（0749-65-6555）にお
問合せください。

※ 申込みに際しては、自らの責任において、現地及び諸規制の調査確認を行ってください。

１４．耐震診断は行っていません。

４．.公共下水道へ接続してしています。使用される場合は長浜市下水道施設課（0749-65-1601）へ連絡し
てください。なお、工事や使用に係る費用は買受人で負担してください。

７．敷地内にある鉄塔、町民憲章、門柱等の構築物（詳細は添付書類のとおり）については、いずれも撤去
可能です。撤去する場合は買受者の負担で撤去してください。

※ この物件調書は、入札参加者の参考資料です。

６．敷地内に電柱3本、支線1条及び共架通信線10条があります。

１０．当該物件の土壌調査、地盤調査、地下埋設物調査等は行っていません。所有権移転後に土壌汚染、
地盤沈下、地下埋設物等が発見されても市は一切責任を負いません。

１１．土地利用にあたっては、周辺地域の環境に十分配慮するとともに、紛争が生じないよう事前に地元自
治会及び周辺住民と協議してください。

８．土地は一筆ですが、旧虎姫支所敷地と旧虎姫警察署跡地の間には水路があります。

９．当該物件及び隣接地の擁壁等について、地上及び地中において境界を越えている場合があります。こ
れら越境物の移設・撤去・再築造及びその費用負担、隣接地権者との協議等について、市は対応しませ
ん。

５．令和3年度に建物解体設計を実施しており、事務所にアスベスト含有建材が使用されていることが判明
しています。改築・解体等でアスベスト含有建材を取り扱う場合には関係法令を遵守してください。また、事
務所について、杭が95本埋設されています。建築物の図面は参考として閲覧できますので、必要に応じて
ご確認ください。



位置図２

位置図１



全部事項証明書(土地）



公図



地積測量図



全部事項証明書(建物）



建物配置図



建物平面図



建物平面図



建物平面図



現地写真

旧虎姫支所（北から） 主建物

t旧虎姫警察署跡地（北から）



現地写真

附属建物2、3、4及び鉄塔（南東から）

t旧虎姫支所敷地と警察署跡地の間の水路（北から）

附属建物4 附属建物3

附属建物2

鉄塔

t附属建物1、2（北から）

附属建物5（北から）

t建物内部 1階ホール t建物内部 1階通路

附属建物2

附属建物1



占用物件、地上工作物等

鉄塔

門柱

町民憲章

電柱1

電柱2 電柱3

支線


